
2025 MFJ 国内競技規則総則ブルテン№1 

 

2025 年 6 月 5 日 

一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会 

 

国内競技規則総則「第 2 章ライセンス」会員ライセンスの取得条件 エンデューロ規則の訂正について 

 

2025 MFJ 国内競技規則総則「第 2 章ライセンス」 8 MFJ 会員ライセンスの取得条件 8-11 「エン

デューロライセンス」について、誤記掲載がありましたので下記の通り訂正いたします。 

 

 

記 

 

正（2025 年からの規則） 

8-11-5-2 国内 B 級～国際 A 級 

当該年度有効なロードレース国際・モトクロス国際 A 級・トライアル国際 A 級他種目の上級ライセン

ス所持者は、初めてエンデューロライセンスを追加する場合に限り、下記の表に従いエンデューロの

上級ライセンスを選択し、ライセンスを申請することができる。 

所持ライセンス 取得可能エンデューロライセンス 

モトクロス 

トライアル 

国際 A 級 国際 A 級 以下 

国際 B 級 国際Ｂ級 以下 

国内 A 級 国内Ａ級 以下 

国内 B 級 国内Ｂ級 以下 

ロードレース国際 国内Ａ級 以下 

スーパーモト A 級 国際Ｂ級 以下 

スノーモビル A 級 国際Ｂ級 以下 

※初回、選択したクラスで追加申請したものがさらに上級クラスへ昇格する場合は、別途定める昇格

基準を満たさなければならない。 

 

 

以上 

  



2025 MFJ 国内競技規則総則ブルテン№2 

2025 年 7 月 11 日 

一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会 

 

国内競技規則 付則２ MFJ アンチ・ドーピング規則 規則改訂について 

 

2025MFJ 国内競技規則書「付則 2 MFJ アンチ・ドーピング規則」 について規則を全面改訂するとと

もに、「MFJ アンチドーピング細則」を削除します。 

規則の施行は即時適用となります。 

 

第 1 条（目的） 

本規程は、一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（以下、「MFJ」という。）のアンチ・ドー

ピング活動についての事項を定めることを目的とする。 

 

第 2 条（適用対象者） 

本規程は、以下に対して適用される。 

(1) MFJ 及びその役職員並びに委員会委員等の関係者 

(2) ライダー 

(3) サポートスタッフ 

(4) MFJ の権限下にあるその他の人 

(5) 加盟団体（その下部組織を含む） 

 

第 3 条（JADA との連携・協力） 

MFJ は、日本アンチ・ドーピング機構（以下、「JADA」という。）が行うアンチ・ドーピング活動につ

いて連携、協力、支援するとともに、日本アンチ・ドーピング規程（以下、「日本規程」という。）、世界

アンチ・ドーピング規程（以下、「世界規程」という。）、国際基準（以下、「国際基準」という。）に基づ

く義務を履行する責任を負う。 

 

第 4 条（日本スポーツフェアネス推進機構との連携・協力） 

日本規程に基づく日本スポーツフェアネス推進機構（以下、「J-Fairness」という。）の権限と責務を尊重

し、J-Fairness 及び JADA と連携、協力しドーピング検査体制の中立性と独立性の確保を確実なものと

する。 

 

第 5 条（MFJ の役割と責務） 

１． MFJ は、日本規程第 22 条に定める役割と責務を負う。 

２． MFJ は、加盟する国際競技連盟から世界規程第 20.3 項に基づき求められた事項を履行する責任

を負う。 

３． MFJ は、教育に関する国際基準に基づき、ライダー及びサポートスタッフらへの教育の実施の

ため、教育計画策定、実施、モニタリング、評価を行うものとする。 

 

第 6 条（ライダーの役割と責務） 



ライダーは、日本規程第 24 条に定める役割と責務を負う。 

 

第 7 条（サポートスタッフの役割と責務） 

サポートスタッフは、日本規程 25 条に定める役割と責務を負う。 

 

第 8 条（結果管理手続、決定の効力） 

アンチ・ドーピング規則違反が問われるすべての事案は、当該事案を管轄する結果管理管轄機関の手続

により処理され、その決定はすべての国内競技連盟（その加盟組織および下部組織を含む）を拘束する。 

 

第 9 条（活動評価） 

１． MFJ は、JADA が行う国内競技連盟の活動についての評価を応諾し、資料提供等を行うものとす

る。 

２． MFJ は、前項の活動評価の結果において改善が必要とされた事項について、JADA と連携し、そ

の改善に努めるものとする。 

 

第 10 条（不服申立て） 

日本規程第 12 条に基づいて JADA が MFJ に課す制裁処分については、同規程第 13.2.3.5 項に定める通

り MFJ は日本スポーツ仲裁機構に対して不服申立てをすることができる。 

 

第 11 条（他の署名当事者等の決定の拘束力） 

署名当事者であるアンチ・ドーピング機関、不服申立機関、スポーツ仲裁裁判所（CAS）の行った決定

は、JADA 及び日本の国内競技連盟に対して自動的に拘束力を有する。 

 

第 12 条（解釈） 

本規程において使用される用語は、世界規程及び日本規程並びに国際基準に従って解釈されるものとす

る。解釈における矛盾が生じた場合は、世界規程及び日本規程並びに国際基準が本規程に優先されるも

のとする。 

 

本規程は、2025 年 7 月 11 日から施行する。 

 


